
  

「第9回予防業務優良事例表彰」の優秀賞を岡崎市
消防本部が受賞しました。

　令和7年5月30日（金曜日）に広島国際会議場（広島県中区）で開催された「第9回予防業務優良事
例表彰」（総務省消防庁主催）において、岡崎市消防本部が優秀賞を受賞しました。

1　予防業務優良事例表彰とは
　　消防庁長官が各消防本部の予防業務の取組のうち、他団体の模範となる優れたものについて、
 当該取組を実施する消防本部を表彰するものです。広く全国に紹介することにより、予防行政の
 意義や重要性を広く周知し、消防本部の業務改善に資することを目的としています。

2　受賞した取組
　　消防同意等の電子化推進に向けて
　　消防同意におけるオンライン利用率を引き上げ、行政サービスを向上させることを目的として、
 県内の指定確認検査機関と消防本部（局）に直接出向し、課題の聞き取りと対策に取り組み、
 その結果、消防同意のオンライン利用率が向上したものです。

＜お問い合わせ先＞

担当部署：消防本部予防課

報道責任者：課長　杉浦　貴子　TEL:0564-21-9850

担当者：主任主査　川澄　浩規　TEL:0564-21-9860
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優秀賞 消防同意等の電子化推進に
向けて

愛知県　 岡崎市消防本部

事例類型 Ⅲ 効率化　 Ⅶ デジタ ル化

取組期間 令和3年4月から

背　 景

行政手続におけるオンラ イ ン利用率を引き上げる取組が求めら れており 、 建築確認申請のオンラ イ ン利用率につい

て、 令和7年度末までに50％と する等の目標が定めら れている。 また、 附帯する 手続と し て、 消防同意等におけるオ

ンラ イ ン利用率についても こ れに準じ て引き 上げるこ と が望まし いと さ れている。

岡崎市消防本部（ 以下「 当本部」 と いう 。） において は、 令和3 年度から 消防同意等の電子化を 行っ て おり 、

AI-OCR や RPA を用いて業務改善を実施し た取組により 、 第6回予防業務優良事例表彰で優秀賞を受賞し た。

一方、 実際のオンラ イ ン利用率は伸び悩んでおり 、 消防同意におけるオンラ イ ン利用率を引き上げ、 行政サービス

を向上さ せるこ と を目的と し て、 県内の指定確認検査機関と 消防本部（ 局） に直接出向し 、 課題の聞き取り と 対策に

取り 組んだ。

内　 容

1 指定確認検査機関への現況調査と 対応

（ 1） 調査結果と 課題

ア　  電子化に対し 、 積極的な指定確認検査機関と 、 社内の事務処理が省力化でき る場合は電子化を進める指定

確認検査機関に二分さ れる。

イ 　  申請者から 指定確認検査機関へのオンラ イ ン 利用率は、 30％台から 90％台まで差がある。 90％台の指定

確認検査機関においても 、 消防機関に対し ては全て紙で送付し ている。

ウ　  消防同意等の送付先によっ て使用するシステム、 フ ォ ーム、 様式が統一さ れておら ず、 紙での送付と 比べ

て指定確認検査機関の事務処理の煩雑化を招いている。

（ 2） 当本部の対応

ア　 県内消防本部（ 局） に対し 、 システム、 フ ォ ーム、 様式の統一化へ向けた広報

イ 　 消防通知の送付頻度及び様式の変更

2 県内の他消防本部（ 局） への現況調査と 対応

（ 1） 調査結果と 課題

ア　  電子化の必要性を感じ ているも のの、 どこ から 手を付ければいいかわから ない。

イ 　  電子申請システムのフ ォ ームを作成する余裕がない。

ウ　  指令システムの改修等と 併せて資機材を整えてから 始めよう と 考えている。

エ　  組合消防によっ ては、 LGW AN 回線が引かれていない。

オ　 組合消防によっ ては、 負担金の関係で既存の電子申請システムが利用でき ない。

（ 2） 当本部の対応

ア　 取組対象の提案

　 　  消防同意等の内訳は管内の防火地域や用途地域の影響を受けるこ と に着目し 、 消防同意等における消防通

知の割合（ x） と 、 消防同意における政令対象物以外（ 住宅、 長屋等） の割合（ y） を基に区分分けするこ

と で、 目標達成のために、 まず取り 組むべき 対象を明ら かにし た。（ 図1、 表1）

★

イ 　 導入支援

　 　  当本部における2年間の実績を基に、 県内の指定確認検査機関の傾向と 電子化し た際の業務フ ロ ーを共有

し た。 また、 電子申請受付システムのフ ォ ーム作成に当たり 、 フ ォ ームと 様式を提供するこ と で、 消防本

部の名称、 通知メ ールの到達先を変更するだけで電子申請の受付を開始できるよう にし た。

成　 果

1　 西三河地区、 全ての消防本部で消防同意等の電子化を開始し た。

2　  未電子化消防本部に対し て導入に関する コ スト の削減と 、 指定確認検査機関から 求めら れている 消防本部間の統

一を両立し た。

3　  当本部における消防同意等の電子化率は令和5年度から 目標値である50％を達成し 、最も 多い月では80％を超えた。

（ 図2）

特記事項

消防同意等の電子化は、 ディ スプレイ や専用の審査ソ フ ト を導入し なく と も 開始するこ と ができ る。 管内の状況に

応じ てスモールスタ ート を切るこ と で、 職員の負担も 少なく 、 効率的に進めるこ と ができ る。

一方で、 どの指定確認検査機関側も 消防に対し て統一を強く 求めているこ と から 、 各消防本部（ 局） が各々の方法

で電子申請を 受け付けても 指定確認検査機関の利用にはつながら ない。 令和7年4 月から 運用開始と なる 国土交通省

の確認申請受付システムでは LGW AN の有無に関わら ず、 また、 消防機関の費用負担なく 利用ができ るため、 少なく

と も 都道府県単位でシステムを統一すれば、 指定確認検査機関における事務処理の省略化が図ら れ、 消防同意等の電

子化が進むこ と から 、 行政サービスの向上が期待でき る。
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